
 

会議結果について（報告） 

 

 

 

 

令和６年国立市議会第３回定例会は下記のとおりであったので、地方自治法第

１２３条第４項の規定により報告します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．令和６年国立市議会第３回定例会 

２．開  会  令和６年８月２９日（木） 

３．閉  会  令和６年９月１９日（木） 

４．会  期  ２２日間 

５．議員の出欠 第１日 ８月２９日（木）  出席 ２０人、欠席 １人 

        第２日 ９月 ２日（月）  出席 ２１人、欠席 ０人 

        第３日 ９月 ３日（火）  出席 ２１人、欠席 ０人 

        第４日 ９月 ４日（水）  出席 ２１人、欠席 ０人 

        第５日 ９月 ５日（木）  出席 ２１人、欠席 ０人 

        第６日 ９月１９日（木）  出席 ２１人、欠席 ０人 

６．審議件数 （１）長提出議案       １３件 

       （２）議員提出議案        １件 

       （３）請願・陳情        １件（うち陳情１件） 

７．議決状況 （１）長提出議案       １３件 

         ① 原案可決         ７件 

       （２）議員提出議案        １件 

         ① 原案可決         １件 

       （３）請願・陳情        １件（うち陳情１件） 

         ① 不 採 択         １件 

 ※「（１）長提出議案」については継続審査となったものが６件ある。 

８．意見書を次のとおり関係機関へ提出した。 

件 名 提 出 先 

多様な人材の地方議会への参画促進を求

める意見書 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、 

文部科学大臣、厚生労働大臣 

９．会議録写（作成次第後送） 

10．議 案 写（別    添） 

11．議決結果 



番 号 件 名 議決月日 議決結果 

第４６号議案 市道路線の廃止について ９月１９日 原案可決 

第４７号議案 国立市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例案 

９月１９日 原案可決 

第４８号議案 国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条

例案 

９月１９日 原案可決 

第４９号議案 令和６年度国立市一般会計補正予算（第３号）

案 

９月１９日 原案可決 

第５０号議案 令和６年度国立市介護保険特別会計補正予算

（第１号）案 

９月１９日 原案可決 

第５１号議案 物品の買入れの追認について ９月１９日 原案可決 

第５２号議案 物品の買入れの追認について ９月１９日 原案可決 

議 員 提 出 

第 ３ 号 議 案 

多様な人材の地方議会への参画促進を求める

意見書案 

９月１９日 原案可決 

陳情第１１号 現行の健康保険証とマイナンバー保険証との

両立を求める国への意見書提出を求める陳情 

９月１９日 不 採 択 

12．その他 

（１）決算特別委員会の設置及び正副委員長の選任について 

９月１９日（木）の本会議において、令和５年度国立市一般会計歳入歳出決算外

４件の決算認定及び令和５年度国立市下水道事業利益剰余金の処分についての議案

が上程され、副市長から提案説明を受けた。 

その後、議長及び監査委員を除いて構成する決算特別委員会の設置が議決された。 

また、議長において委員長に大谷俊樹議員、副委員長に中谷絢子議員を指名し、

諮り、選任した。 

（２）認定及び議案の継続審査について 

９月１９日（木）の本会議において上程された次の６件について、決算特別委員  

会に付託し、閉会中の継続審査とすることを諮り、決定した。 

番 号 件 名 

認定第１号 令和５年度国立市一般会計歳入歳出決算 

認定第２号 令和５年度国立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

認定第３号 令和５年度国立市介護保険特別会計歳入歳出決算 

認定第４号 令和５年度国立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

認定第５号 令和５年度国立市下水道事業会計決算 

第５３号議案 令和５年度国立市下水道事業利益剰余金の処分について 

（３）報告第５号 健全化判断比率等について 

９月１９日（木）の本会議において、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により報告を受けた。 

（４）報告第６号 債権の放棄について 

９月１９日（木）の本会議において、国立市債権管理条例第１８条第２項の規定

により報告を受けた。 


